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１ 計画の基本的な考え方 

(1) 計画策定の趣旨 

少子高齢化を伴う本格的な人口減少社会の到来は、国全体の大きな課題です。 

政府は、子どもを安心して産み育てることのできる社会の実現を図るため、平成

15 年７月に「次世代育成支援対策推進法」（平成 15 年法律第 120 号。以下「次

世代法」という。）を制定し、国を挙げて少子化対策に取り組んできました。さら

には、あらゆる分野における女性の活躍を進めることが社会の維持発展に不可欠と

の観点から、平成 27 年 8 月、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

（平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」という。）が制定されたところ

です。 

本県においても、平成 27 年３月に「山形県子育て応援プラン」を策定し、県民

総ぐるみで子育てを支援する環境づくりに取り組んでいるほか、平成 28 年３月に

は、本県における男女共同参画と女性の活躍促進のための指針として、新たな「山

形県男女共同参画計画」が策定され、これらのプランに基づく取組みを県全体で推

進していくうえでは、一事業主として、県教育委員会においても、率先して「女性

の活躍推進」「仕事と家庭生活の両立推進」に向けて積極的に取り組んでいくこと

が重要です。 

また、あらゆる産業分野における女性の活躍を促進する「やまがたウーマノミク

ス」をはじめ、本県における女性活躍のため施策を遂行するにあたっては、女性職

員を多様な分野に積極的に登用し、女性の視点も取り入れた企画立案・遂行により、

より効果的な施策展開が期待されるところです。 

さらには、引き続き厳しい財政状況が続くことが見込まれる中で、今後とも県教

育委員会として簡素で効率的な教育行政運営を継続していくためには、育児・介護

など多様な事情を抱えた職員一人ひとりが、仕事と家庭生活を両立しながら能力を

発揮できる職場環境の整備が必要不可欠です。 

県教育委員会ではこれまで、次世代法に基づく特定事業主行動計画として、平成

17 年７月に事業主の立場から「職員子育て支援プラン」（以下「子育てプラン」と

いう。）を策定し、前期プラン５年（平成 17～21 年度）、後期プラン５年（平成

22～平成 26 年度）の計１０年間の中で、職員の育児と家庭生活の両立支援のため

の取組みを推進してきたところであり、今回制定された女性活躍推進法においても、

平成 28 年４月までの特定事業主行動計画の策定が義務付けられたところです。      

県教育委員会としては、育児・介護など多様な事情を抱える職員一人ひとりが仕

事と家庭生活を両立できるよう必要な環境整備を図りながら、女性職員の一層の活

躍を推進することが、県教育行政全体の効果的・効率的な運営に資するという基本

的な考え方のもと、次世代法・女性活躍推進法の両法に基づく特定事業主計画を一

体的に定め、全ての職員が力を発揮できる職場環境づくりに向けて取り組んでいき

ます。 
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(2) 計画期間 

  計画期間は、平成 28 年度を初年度とし、平成 32 年度までの５年間とします。  

 

(3) 計画の対象となる職員  

この計画は、県教育委員会事務局（本庁、教育事務所）、教育機関、県立学校の

教職員及び小中学校の県費負担教職員を対象とします。 

 

(4) 計画の推進体制  

この計画を効果的に推進するために、各所属長は、計画内容の職員への周知及び

円滑な実施に努めることとします。また、教育庁総務課において、各所属における

計画の推進状況の把握・取組み事例の収集・職員からの計画に対する意見の把握な

どを行い、随時、必要に応じて計画の見直し等を行います。  

 

(5) 計画の位置づけ  

○ 女性活躍推進法第 15 条第１項に規定する特定事業主行動計画です。 

○ 次世代法第 19 条第１項に規定する特定事業主行動計画です。 

○ 「山形県男女共同参画計画」及び「山形県子育て応援プラン」に定める取組み

を、事業主の立場から積極的に推進するものです。 
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 (1) 女性職員の活躍推進 

① 女性職員の採用 

  採用者に占める女性割合は、教諭等（県立学校及び市町村立小中学校に勤務す

る教職員及び県費負担教職員のうち、教育職給料表（１）、（２）が適用になる職

員を指す。以下同じ。）及び教諭等以外合わせると、全体で約 6 割となっており、

毎年一定数の女性職員を採用しています。 
 

     【データ】男女別新規採用者数(Ｈ27)  

 

 

 

 

 

 

 
 

  ② 女性職員の登用 

女性職員の登用については、その能力が十分発揮されるよう、将来の幹部職員

登用も展望して、活躍の場の拡大を図るなど積極的な登用に努めてきました。 

その結果、管理職に占める女性職員の割合は、8.5％となっています。 
 

【データ】管理職に占める女性職員の割合(Ｈ27)  

県教育委員会事務局、

教育機関、 

県立学校事務 

県立学校、 

市町村立小中学校 全体 

課長級以上 校長、教頭 

3.7％ 8.9％ 8.5％ 

（参考）国家公務員：課長級相当職に占める女性職員の割合(H27)：3.5％ 

(内閣府「第４次男女共同参画基本計画」より) 

都道府県平均：管理職に占める女性職員の割合(H27)：7.7％  

（内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査」より） 

 

県教育委員会事務局では、管理職以外でも、企画・予算等の調整を要する部門、

生涯学習やスポーツ振興等の事業部門など、多様な分野に女性職員を起用してき

ました。その結果、補佐級以下の職位における女性職員の割合は増加しています。 

また、県立学校及び市町村立小中学校では、職場内で女性管理職を育成する意

識の醸成に努めるとともに、女性教諭を教務主任や学年主任等に起用してきまし

た。さらに、指導主事等として教育行政にも積極的に登用し、管理職になるため

２ 現状認識・成果 
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の自信と力量向上に取り組んだ結果、教頭選考試験志願者に占める女性の割合が

増加しています。 

今後は女性管理職の登用が増加していくことが見込まれますが、具体的な数値

目標を設定し、着実な取組みを進めていくことが必要です。 
 
【データ】職位別・男女別職員数（県教育委員会事務局、教育機関、県立学校事務・H27)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【データ】職位別・男女別職員数（教諭等・H27)  

 

 

 

 

 

 

 
  

(2) 仕事と家庭生活の両立(ワーク・ライフ・バランス)の推進 

①「子育てプラン」に基づく取組み 

平成 17 年７月に策定した子育てプランに基づき、職員の育児と家庭生活の両

立推進に向けた取組みを積極的に実施してきました。 

特に、男性職員が積極的に育児に参画するよう、意識啓発や制度周知等を重点

的に進めてきました。 

・子育て支援講演会の開催 

男性職員の子育て参加促進をはじめ、職場と家庭の両立支援に向けた意識啓

発を目的に、育児休業取得経験のある男性職員等を講師とした講演会を他任命

権者と合同で開催してきました。（平成 17 年度～） 

・「パパ／ママ子育て計画書」の作成 

職員同士や家族との対話を通じた子育てしやすい職場環境づくりを推進す

るため、出産予定日（出産日）を入力すれば子育て休暇等の取得可能時期が一

覧で出力されるプランニングシート「パパ／ママ子育て計画書」を作成し、各
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種会議やイントラネット等を通じて周知を図りました。（平成 22 年度）  

・「子育て支援ハンドブック」の作成 

育児休業をはじめとする子育てに関する諸制度（以下「子育て休暇等」とい

う。）の内容について詳しく掲載した「子育て支援ハンドブック」を作成し、

各種会議やイントラネット等を通じて、広く周知を図りました。（平成 26 年

度） 

・「育児関係休暇・休業制度取得促進チラシ」の作成 

特に男性職員の育児参加を一層推進するため、特別休暇の詳しい要件や、育

児休業の経済的支援策等の内容をわかりやすくまとめたチラシを作成し、各種

会議やイントラネット等を通じて、広く周知を図りました。（平成 26 年度） 

 

こうした取組みの結果、男性の育児休業取得率及び配偶者出産休暇の取得実績に

ついては、全国と比較して高くなっていますが、育児参加休暇については全国平均

を下回っています。 

 
【データ】育児関係休暇等制度の取得状況(市町村立小中学校を除く・H26)  

 

 

 

 

 
 

（参考）他県の取得率平均(H26)  男性の育児休業:1.5％、配偶者出産休暇:64.3%、育児参加休暇:21.7% 

    (総務省「地方公務員の勤務条件等に関する実態調査」より) 

 

なお、子育てプランの後期計画における目標値とその達成状況は次のとおりです。

計画策定時と比較すると取得率は上昇しているものの、目標値には及ばない状況と

なっており、今後更なる取組みが必要です。 
 
【データ】子育てプラン(後期計画)の目標値と達成状況             

H26までに達成をめざす目標値 
Ｈ２１ 

（後期プラン策定時） 
Ｈ２６ 

（目標年度） 
状 況 

男性職員の 

育児参加休暇取得率 
全員取得 １１.８％ １８.２％ 未達成 

男性職員の 

育児休業取得率 
５% １.４％ ３.６％ 未達成 

育児支援制度※の 

利用率 
３０% １５.６％ ２２.６％ 未達成 

   育児支援制度：育児時間、部分休業、育児短時間勤務、時差出勤、時間外勤務の制限・免除 

 

② 時間外勤務縮減等の取組み 

県教育委員会事務局及び教育機関における職員の時間外勤務の縮減に向けて

は、従来より「活き活き職場づくり運動」の枠組みで継続的に取り組んできたと

取得率

女性 47 人 100.0% 372.0 日

男性 2 人 3.6% 274.0 日

配偶者出産休暇 出産前１週～出産後２週の間に最大３日 男性 51 人 92.7% 2.2 日

育児参加休暇 出産後８週までの間に最大５日 男性 10 人 18.2% 3.5 日

制度内容

育児休業 子が３歳に達するまで

平均取得日数取得者数
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ころです。 

特に最近は、災害への対応や、第 6 次山形県教育振興計画の策定等により時間

外勤務が増加傾向にあることを踏まえ、平成 27 年度は県教育委員会事務局にお

ける時間外勤務縮減強化年間として、定時退庁日の設定や優良事例の共有化等、

縮減に向けた多様な取組みを展開することにより、時間外勤務は平成 26 年度以

降減少傾向に転じています。 
 

【データ】時間外勤務の推移(県教育委員会事務局及び教育機関、一人当たり月平均)  

 

 

 

 

 

 

 

  また、県立学校や市町村立小中学校においては、教員の多忙化の解消に向けて、

平成 24 年度に策定した「教師のゆとり創造の取組方針」に基づき、学校マネジ

メント評価シートを活用した各学校の主体的な取組みの支援やゆとり創造運動

の実践例の紹介等の取組みを行っています。 

 

③子育て関連制度の改正 

子育てへの対応が必要な職員について、制度面でもサポートするため、職員の

ニーズ等も踏まえながら、休暇等の制度について改善してきました。 

また、そうした拡大部分についても、各種会議等を通じて周知に努め、それぞ

れの休暇制度の利用者は、改正後大きく増加しています。 
 

   【近年の主な改正】 

・ 子ども看護休暇の拡充（平成 25年４月） 

対象となる子の年齢要件を拡大しました。 

（小学校就学の始期に達するまで → 中学校就学の始期に達するまで） 

・ 育児時間の拡充（平成 26年４月） 

対象となる子の年齢要件を拡大しました。 

（生後１歳６月に達しない子 → 生後３歳に達しない子） 

・ 不妊治療の病気休暇対象化（平成 27年４月） 

医師により不妊と診断され、そのために治療を要する期間について、 

   私傷病特別休暇の対象としました。  
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３ 数値目標と取組み状況の公表  

  前述の現状認識や課題、政府「第４次男女共同参画基本計画」に掲げる政策領域目

標を踏まえ、平成 32年度までに達成を目指す目標を次の通り設定します。 

 

 (1) 平成 32年度までに達成を目指す目標 

 

① 管理職に占める女性職員の割合が、15％以上になることを目指します。 
 
※管理職：県教育委員会事務局、教育機関、県立学校事務…課長級以上 

     県立学校（事務職を除く）、市町村立小中学校…校長及び教頭 

<直近の状況> 平成 27 年４月１日現在 8.5％ 

   

② 男性職員の育児休業取得率が 13％以上になることを目指します。 
 

<直近の状況> 平成 26 年度 3.6％（ただし、市町村立小中学校を除いた値） 

 

③ 男性職員の妻出産時の子育て休暇（育児参加休暇）の全員取得を目指しま 

す。 
 

※育児参加休暇：男性職員が子を養育するため、出産後８週間までの期間、５日以内取得できる 

特別休暇（上の子を養育する場合は、出産予定日の６週間前から取得可能） 

<直近の状況> 平成 26 年度 18.2％（ただし、市町村立小中学校を除いた値） 

 

 (2) 目標管理と取組み状況の公表 

    目標値の達成状況をはじめとするプランの進行管理は、毎年度、取組み等の進

捗状況や課題、目標の達成状況等の整理・分析・評価などを通じて、取組み等の内

容を見直し、改善していきます。 

また、プランの実施状況、数値目標の達成状況等については、定期的にホームペ

ージへ掲載することにより公表します。 
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先に設定した目標を達成するために、今後、次に掲げる取組みを実践していきます。 

 

(1) 能力と意欲のある女性職員の確保・育成 

① 女性職員が活躍する姿の積極的な提示による意識啓発 

○ 女性職員が、将来のキャリアビジョンに対する具体的なイメージを認識し、

意欲と主体性をもってキャリアアップを図ることができるための取組みを実

践します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 女性職員の能力発揮に向けた職員研修の推進 

○ 女性職員のキャリア意識を高めることや、職位に応じたマネジメント能力の

開発・向上を支援するとともに、職場の意識醸成を図るため、男性職員も対象

に含め、ワーク・ライフ・バランスを踏まえた仕事の進め方を学ぶための研修

を推進します。 

    

(2) 積極的な登用の推進 

① 能力と意欲を踏まえた多様な施策部門等への積極的登用 

○ 県教育委員会事務局及び教育機関については、人事異動において、企画・予

算等の調整を要する部門、生涯学習・スポーツ振興など、多様な分野へ女性職

員を積極的に登用し、多彩な経験を積んでもらうことにより、将来的な管理職

登用に向けたスキルアップを図ります。 

○ 教諭等については、教務主任や学年主任等の重要なポストに女性職員を積極

的に登用し、学校や学年をマネジメントする経験を多く積んでもらうとともに、

指導主事等として教育行政分野で最新の教育施策を推進することにより、将来

的な管理職登用に向けたスキルアップを図ります。 

 ４ 具体的な取組み 

新たな取組みⅠ 

「山形県教育委員会版 女性職員ロールモデル※集」の作成 

県教育委員会の事務局や学校など様々な職場で働く女性職員にスポット

ライトをあて、「これまでの業務経験で得たもの」「どのように能力開発を行

ってきたか」「家庭生活との両立をどう図ってきたか」などを網羅的にとり

まとめた「ロールモデル集」を作成します。 

作成したロールモデル集は、若手職員を中心に周知を図るほか、教職員を

志望する女性の拡大のため県ホームページに掲載するなど、女性職員が活躍

する姿を具体的・効果的に発信していきます。 

 

※ロールモデル：組織において、社員が目指したいと思う模範となる存在であり、そのスキルや 

具体的な行動を学んだり模倣したりする対象となる人材のことをいう。 
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② 女性職員の管理職登用の推進 

○ 個々の女性職員の能力・意欲やキャリアを踏まえながら、一層積極的な管理

職登用を図ります。 

 

(3) 仕事と家庭生活を両立できる環境整備 

① 「イクボス」を中心とした意識改革・環境整備の推進 

○ 「イクボス宣言」を行った全ての管理職が、職場内における業務量の縮減・

平準化や、育児・介護等の事情により休暇等を必要とする職員に対する取得促

進に取り組む等、所属職員のワーク・ライフ・バランスを推進できるようにす

るための具体的な仕組みづくりを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 育児休業期間等、職場から長期間離れている職員に対し、電子メール等によ

り、職場の様子、育児休業の取得経験者の体験等や育児休業中のキャリアアッ

プが図られるような情報提供を強化し、育児をしようとする職員の不安の解消

や円滑な復帰の準備ができるように配慮します。 

○ 育児休業等を取得中の職員がいる場合であっても業務が円滑に遂行される

ことが不可欠であることから、係・担当内の業務負担軽減に向けた手法を検討

します。 

新たな取組みⅡ 

「子育て“とっきゅう”便（仮称）」の配布 

子どもが生まれた職員に、男女の別なく子育てに積極的に関わることの

大切さを認識させ、特別休暇（“特休
とっきゅう

”）等を効果的に活用しながら仕事と

家庭生活を両立していけるよう、「イクボス」である所属長自らが、子ども

が生まれようとする職員に対し、「子育てハンドブック」や「パパ/ママ子

育て計画書」を添えた「激励メッセージ」を“速やかに”渡して伝える、「子

育て“とっきゅう”便（仮称）」の取組みを行います。 

 

 

新たな取組みⅢ 

「イクボス虎の巻（仮称）」の作成 

育児や介護等に従事する必要のある職員が職場内にいる場合、 

・職場全体として具体的にどのようなサポートを行うことが効果的か？ 

・周囲の職員の負担を軽減するにはどのようにしたらよいか？ 

・長期休暇からの円滑な復職のために、休暇中の職員にすべきことは？ 

など、所属長が効果的なマネジメントを行うために必要な具体的な方策につ

いて、実際のサポート事例等を広く調査・把握したうえで、手引きとして取

りまとめます。 
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○ 職員の心身の健康の維持・増進及び子育て・家庭生活の充実と仕事との両立

を一層推進する観点から、年次有給休暇の「もう一日運動」を推進します。 

特に、家族の誕生日等の記念日、子どもの小中学校における学校行事、地域

のお祭り等の行事などへの参加について、家族・地域との関わりを持つ機会の

充実が図られるようにする観点から、積極的な年休取得を奨励します。 

○ 育児・介護等に関する休暇制度、服務制度の効果的な周知策を検討・実践し、

一層の利用拡大に努めます。 

 

② 多様な働き方の実現に向けた服務制度の充実・周知徹底 

○ 情報通信技術（ICT）を活用し、時間や場所にとらわれず柔軟に働くことが

できる「テレワーク」など、育児や介護等の事情を有する職員が在宅でも勤務

できるような環境整備について検討していきます。 

○ 朝夕に育児・介護等の事情のある職員のための時差出勤制度の試行について、

課題や効果等を把握しながら、本格施行に向けて取り組んでいきます。 

 

③ 時間外勤務の縮減等 

○ 県教育委員会事務局及び教育機関では、“活き活き職場づくり”運動の枠組み

において、一斉定時退庁日の設定・遵守や、管理職のマネジメント強化に向け

た研修の推進などにより、時間外勤務の一層の縮減に向けて取り組んでいきま

す。併せて、職員の時間外勤務の取扱いを定めた「時間外勤務取扱要綱」の周

知徹底を図ります。 

○ 県立学校及び市町村立小中学校では、学校が抱える課題が多様化・複雑化す

るなか、学校経営の選択と集中（業務のスクラップ・アンド・ビルド）を進め、

教職員のゆとり創造を一層充実させていきます。 

 

（４）その他 

 ① あらゆる職員が活き活き働ける環境整備 

  ○ 非常勤嘱託職員や日々雇用職員についても、取得可能な休暇制度等について

周知徹底を図るほか、仕事と家庭生活の両立が図られるよう、必要に応じて勤

務条件の改善に努めていきます。 

○ 人事異動にあたっては、職員の子育て・家庭状況も含めた個人的な事情にも

できる限り配慮します。 

○ ＶＤＴ作業ガイドラインに基づき、妊娠中の職員に対し、母子の健康に留意

する観点等から作業の軽減等に配慮をします。 

○ 家族と一緒に参加が可能な福利厚生事業（レクリエーション等）について引

き続き実施していきます。 

○ 山形子育て基本条例により設けられた毎月第３日曜日の「家庭の日」には、
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家族の語らいや親子のふれあいを積極的に行うよう呼びかけます。 

  

② セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント防止の推進 

○ セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントの防止については、男

女ともに活き活きと働ける職場づくりになくてはならないものであることか

ら、それぞれに定める「防止指針」の趣旨について、職員に対し一層の周知啓

発を図っていきます。 

 

 

 


